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る条例（平成２６年新潟市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（虐待等の禁止） 

第３条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各号に掲げる行為その他園児

の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第５条第３項の表中「第１８条の１８第１項の登録」を「第１８条の１８第３項に規

定する保育士登録」に改める。 

第１４条第１項中「第１１条から第１３条まで」を「第１１条、第１３条」に改め、

同項の表第１２条の項を削る。 

（新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第５条 新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年新潟市

条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

（新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）  

第６条 新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

新潟市条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

（新潟市認定こども園の認定要件等に関する条例の一部改正） 

第７条 新潟市認定こども園の認定要件等に関する条例（平成３０年新潟市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第８条第３号中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼稚園型認

定こども園にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用する法第２７条の２第

１項各号）」に改める。 

（新潟市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第８条 新潟市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年新潟市条例第



 

４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

（新潟市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第９条 新潟市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年新潟市

条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 


